
茶（浸出液）を用いた作物残留試験（2例）において、20．0％水和剤の4，000  

倍希釈液を計2回散布（200L／10a）したところ、散布後7～21日の最大残留量は  

以下のとおりであった。   

シメコナゾール：1．80、1．10ppm   

HM F－155：1．10、1．21ppm   

AT P－3118：0．03、0．02ppm   

茶（荒茶）を用いた作物残留試験（2例）において、20．0％水和剤の2，000倍希  

釈液を計2回散布（200L／10a）したところ、散布後7～21日の最大残留量は以下  

のとおりであった。   

シメコナゾール：4．4、8．2ppm   

HM F －155：－、－   

AT P－3118：－、一   

茶（浸出液）を用いた作物残留試験（2例）において、20．0％水和剤の4，000  

倍希釈液を計2回散布（200L／10a）したところ、散布後7～21日の最大残留量は  

以下のとおりであった。   

シメコナゾール：1．64、2．54ppm   

H M F －155：－、－   

A T P－3118：－、－  

これらの試験結果の概要については、別系氏1を参照。  

注1）最大残留量：当該農薬の申請の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間  

を最短とした場合の作物残留試験（いわゆる最大使用条件下の作物残留試験）を実施し、そ  

れぞれの試験から得られた残留量。  

（参考：平成10年8月7日付「残留農薬基準設定における暴露評価の精密化に関する意見具申」）  

注2）－：分析は未実施。  

7．魚介類への推定残留量  

本農薬については水系を通じた魚介類への残留が想定されることから、農林水産省   

から魚介類に関する個別の残留基準の設定について要請されている。このため、本農   

薬の水産動植物被害予測濃度注1）及び生物濃縮係数（BCF：Bio Concentration   

Factor）から、以下の通り魚介類中の推定残留量を算出した。  

水産動植物被害予測濃度については、本農薬が水田及び水田以外のいずれの場面に   

おいても使用されることから、水田PECtier2注2）及び非水田PECtierl注3）につい   

て算出したところ、水田PECtier2は0．28ppb、非水田PECtierlは0．011ppbと   

なったことから、水田PECtier2の0．28ppbを採用した。  

また、BCFについて、本農薬ではコイを用いた濃縮性試験が実施され、実測値7．3   

が得られている。  

水産動植物被害予測濃度：0．28ppb、BCF：7．3  

16   



推定残留量＝0．28ppb X（7．3×5）＝10．22ppb＝0．01022pprn  

注1）農薬取締法第3条第1項第6号に基づく水産動植物の被害防止に係る農薬の登録保留基準  

設定における規定に準拠  

注2）水田中や河川中での農薬の分解や土壌・底質への吸着、止水期間等を考慮して算出したも  

の。  

注3）既定の地表流出率、ドリフト率で河川中に流入するものとして算出したもの。  

（参考：平成19年度厚生労働科学研究費補助金食品安心・安全確保推進研究事業「食品中に残留す  

る農薬等におけるリスク管理手法の精密化に関する研究」分担研究「魚介類への残留基準設定法」  

報告書）  

8．ADIの評価   

食品安全基本法（平成15年法律第48号）第24条第2項の規定に基づき、平成19年  

2月5目付厚生労働省発食安第0205002号により、また同法第24条第1項第1号の規定  

に基づき、平成19年6月5日付厚生労働省発食安第0605002号により、食品安全委員会  

あて意見を求めたシメコナゾールに係る食品健康影響評価（案）について、以下のとお   

り評価されている。  

無毒性量：0．85mg／kg体重／day  

（動物種）  ラット  

（投与方法）   混餌投与  

（試験の種類） 慢性毒性／発がん性併合試験  

（期間）  2年間  

安全係数：100  

体重／da  ADI：0．0085 m   

9．諸外国における状況   

JMPR における毒性評価はなされておらず、国際基準も設定されていない。   

米国、カナダ、欧州連合（EU）、オーストラリア及びニュージー ランドについて調   

査した結果、全ての国又は地域において、 残留基準は設定されていない。  

10．基準値案  

（1）残留の規制対象  

シメコナゾール  

作物残留試験において、 シメコナゾールの代謝物であるHMFM155及びATP－  

3118について分析が行われているが、ATP－3118については、分析が実施された多   

くにおいて検出限界未満であることから、規制対象として含めないこととした。また、  

1了   



HMF－155については、一部の作物でシメコナゾールと比較してある程度検出されて  

いるが、その他の作物については検出限界未満であること、食品健康影響評価書（案）  

において、HMF－155の毒性試験について特に問題となるデータは認められないこと  

から、規制対象として含めないこととした。  

なお、食品安全委員会によって作成された食品健康影響評価（案）においては、暴露  

評価対象物質としてシメコナゾールを設定している。  

（2）基準値案   

別系氏2のとおりである。  

（3）暴露評価   

各食品について基準値実の上限まで又は作物残留試験成績等のデータから推定され  

る量のシメコナゾールが残留していると仮定した場合、国民栄養調査結果に基づき試  

算される、1日当たり摂取する農薬の量（理論最大一日摂取量（TMDI））のADI  

に対する比は、以下のとおりである。詳細な暴露評価は別系氏3参照。   

なお、本暴露評価は、各食品分類において、 加工・調理による残留農薬の増減が全  

くないとの仮定の下におこなった。  

TMDI／ADI（％）注）   

国民平均   23．9   

幼小児（1～6歳）   50．0   

妊婦   21．5   

高齢者（65歳以上）   26．9   

注）TMDI試算は、基準値案×摂取量の総和として計算している。．  

（4）本剤については、平成17年11月29日付け厚生労働省告示第499号により、食品   

一般の成分規格7に食品に残留する量の限度（暫定基準）が定められているが、今   

般、残留基準の見直しを行うことに伴い、暫定基準は削除される。  
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（別紙1）  

シメコナゾール作物残留試験一覧表  

試験条件  
農作物   圃場  

最大残留量（ppm）  

数  剤型   使用量・使用方法  回数  経過日数   【シメコナゾール／制ト155／ATP－3188】  

水稲   4kg／10a   圃場A：く0．02／〈0．02／〈0．02   
フ   

（玄米）  

1．5％粒剤  
湛水散布  呈回  52，68日            53，62，78日  圃場B：〈0．02／〈0．02／く0．02   

水稲   4kg／10a   52，68日   圃場A：0．36／0．26／0．03   
2   1．5％粒剤  

（稲わら）  湛水散布  呈回             53，62，788日  圃場B：0．48／0．26／〈0．02   
水稲  4kg／10a  

1．5％粒剤  
（玄米）   湛水散布   

呈回   42日   

圃場A：0．02／－／－（2回、42日）（＃）   

水稲  4kg／10a  
1．5％粒剤  呈回   42日   

（稲わら）   湛水散布  圃場A：0．73／－／－（2回、42日）（＃）   

みかん   4000倍散布   圃場A：く0．02／〈0．02／く0．02（3回、21日）（＃）   
2  20．0％水和剤  

（果肉）  500L／10a  
3回   21日  

圃場B：く0．02／〈0．02／く0．02（3回、21日）（＃）   

みかん   4000倍散布   圃場A‥0．08／0．02／く0．02（3回、21日）（＃）   

（果皮）  

2  20．0％水和剤  3回   21日  
500L／10a  圃場B：0．08／0．03／〈0．02（3回、21日）（＃）   

夏みかん   
2  20．0％水和剤   

4000倍散布   圃場A：0．06／く0．02／く0．02（3回、21日）（＃）   

（果実）  

3回   21日  
638，700L／10a  圃場B：0．05／〈0．02／〈0．02（3回、21日）（＃）   

ゆず   4000倍散布   圃場Aこく0．02／〈0．02／〈0．02（3回、21日）（＃）   
2  20．0％水和剤  3回   21日  

（果実）  800，500L／10a  圃場B＝0．08／く0．02／〈0．02（3回、21日）（＃）   

メロン   4000倍散布   圃場A：〈0．02／〈0．02／〈0．02（5回、7日）（＃）   
2  20．0％水和剤  

250L／10a  
5回   

（果実）  

7，14日  
圃場B：く0．02／く0．02／〈0．02（5回、7日）（＃）   

もも★   4000倍散布   圃場A：0．04＊／0．04＊／0．04＊＊（＊3回、14日＊＊3回、21日）   
2  20．0％水和剤  

400，300L／10a  （果肉）  
呈回  14，21，28日            圃場B：く0．03／〈0．03／0．02（3回、14日）   

もも   4000倍散布   圃場A：0．66ソ0．10＊ソ0．06＊＊（＊2回、14日＊＊3回、14日）   
ワ  20．0％水和剤  旦回  14，21，28日  

（果皮）  400，300L／10a  圃場B：0．30ソ0．06＊ソ0．05＊＊（＊2回、14日＊＊3回、14日）   

もも★   2000倍散布   圃場A‥0．16／－／一   
2  20．0％水和剤  

400，360L／10a  （果肉）  

呈回   上，7，14日  
圃場B：0．30／－／－  



農作物   
試験条件  最大残留量（ppm）  

剤型   使用量・使用方法  回数  経過日数   【シメコナゾー′レ／ⅧF－155／ATト318寧】  

もも   4000倍散布   圃場A：3．73／－／－   

（果皮）  

2  20．0％水和剤  
400，360L／10a  

旦回   土，7，14日  
圃場B：9．89／－／－   

すいか   4000倍散布   7，14日   圃場A：〈0．02／－／－（5回、7日）（＃）   

（果肉）  

2  20．0％水和剤  
300，150～200L／10a  

5回  
8，14日   圃場B：〈0．02／－／－（5回、8日）（＃）   

りんご※   4000倍散布   14，21，30，60日  圃場A：0．04／く0．03／〈0．02（3回、14日）   

（果実）  

2  20．0％水和剤  
700L／10a  3回             14，21，30，59日  圃場B‥〈0．03／く0．03／く0．02（3回、14日）   

りんご※   2000倍散布   圃場A：0．14／／く0．03／／くU．U2（3回、7日）（拝）   
2  20，0％水和剤  

（果実）  830，700L／10a  
呈回  ヱ，14，21日  

圃場B：0．04／〈0．03／〈0．02   

なし★   4000倍散布   圃場A：0．07／く0．03／く0．02（3回、14日）   
2  20．0％水和剤  3回  14，21，28日  

（果実）  400L／10a  圃場B：0．07／0．03／く0．02（3回、14日）   

なし★   2000倍散布   圃場A：0．18／－／－   
2  20．0％水和剤  

400，350L／10a  （果実）  
旦回  ヱ，14，21日  

圃場B：0．06／－／－   

かき   4000倍散布   圃場A：0．02／〈0．03／く0．02（4回、21日）（＃）   

（果実）  
2  20．0％水和剤  

350，435L／10a  
4回   21日  

圃場B：0．06／〈0．03／く0．02（4回、21日）（＃）   

ネクタリン※   2000倍散布   圃場A：0．14／－／一   

（果実）  

ワ  20．0％水和剤  
270，400L／10a  

呈回   ヱ，14日  
圃場B：0．03／－／－   

すもも   2000倍散布   圃場A：〈0．05／－／－   
2  20．0％水和剤  

500，400L／10a  （果実）  
呈回   ム7，14日  

圃場B：〈0．05／－／－   

あんず   2000倍散布   圃場A：0．40／－／－   
ワ  20．0％水和剤  

（果実）  

旦回   
400L／10a  

土，3，7日  
圃場B：0．28／－／－   

おうとう※   2000倍散布   圃場A：1．13／－／一   
ワ  20．0％水和剤  

（果実）  625，400L／10a  
呈回  土，3，7，14日  

圃場B：0．61／－／－   

ぶどう   4000倍散布   圃場A：0．06／－／－（3回、28日）（＃）   
2  20．0％水和剤  

（果実）  400，300L／10a  
3回   28日  

圃場B：〈0．02／－／－（3回、28日）（＃）   

いちご※   2000倍散布   圃場A：0．22／－／－   
2  20．0％水和剤  

（果実）  200L／10a  
旦回   土，3，7日  

開場B：1．48／－／－   
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農作物   圃場  
盲式験   最大残留量（ppm）  

剤型   使用量・使用方法  回数  経過日数   【シメコナゾー′レ／ttMF－155／ATP－3188】  

きゆうり   4000倍散布   圃場A：0．06／く0．02／く0．02（3回、1日）（＃）   
2  20．0％水和剤  

（果実）  400．300L／10a  
3回   1，3，7日  

圃場B：0．08／く0．03／〈0．02（3回、1日）（＃）   

トマト※   4000倍散布   圃場A‥0．02／－／－（3回、1日）（＃）   
2  20．0％水和剤  3回   1，7，14日  

（果実）  150L／10a  圃場B：0．03／－／－（3回、1日）（＃）   

菓ねぎ☆   4000倍散布   圃場A：〈0．02／く0．02／く0．02（3回、21日）（＃）   
ワ  20．0％水和剤  3回   21日  

（茎葉）  150L／10a  圃場B：〈0．02／〈0．02／く0．02（3回、21日）（＃）   

根深ねぎ☆   4000倍散布   圃場A：0．05／〈0．02／〈0．02（3回、21日）（＃）   
ワ  20．0％水和剤  3回   21日  

（茎葉）  150L／10a  圃場B：〈0．02／く0．02／く0．02（3回、21日）（＃）   

菓ねぎ☆  6kg／10a  
1．5％粒剤  

（茎葉）   株元処理   
旦回  土も21，28日   

圃場A：〈0．02／－／－   

根深ねぎ☆  6kg／10a  
1．5％粒剤  

株元処理   
呈回  上皇，21，28日   

（茎葉）   圃場A：〈0．02／－／－   

にんにく   4000悟散布   圃場A：〈0．02′／－／－（3回、7日）（＃）   
2  20．0％水和剤  

（鱗茎）  
300，200L／10a  3回  ヱ，14，21日            圃場B：く0．02／－／－（3回、7日）（＃）   

だいず   4kg／10a   圃場A：0．04／0．01／く0．02（2回、30日）   
2   0．4％粒剤  

散布  （乾燥子実）  呈回  上皇，30，60日            圃場B：0．05ソ0，02＊ソく0．02＊（＊2回、30日＊＊2回、60日）   
だいず   1000倍散布   圃場A：0．04／－／－（2回、30日）   

2  20．0％水和剤  
150L／10a  

呈回  ユ旦，30，60日  
（乾燥子実）  圃場B：0．04／－／－（2回、30日）   

だいず   8倍無人ヘリコアト散布   14，29，59日  圃場A：0．01／－／－（2回、29日）（＃）   
2  50．0％水和剤  

（乾燥子実）  0．8L／10a  2回  

茶   4000倍散布   圃場A：4．67／1．91／0．04（2回、7日）   
2  20．0％水和剤  

（荒茶）  200L／10a  2回  ヱ，14，21日            圃場B：2．50／1．40／0．02（2回、7日）   
4000倍散布   圃場A：1．80／1．10／0．03（2回、7日）   

ワ  20．0％水和剤  2回  ヱ，14，21日  
（浸出液）  200L／10a  圃場B：1．10／1．21／0．02（2回、7日）   
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農作物   圃場  
試験条件  最大残留量（ppm）  

剤型   使用量・使用方法  回数  経過日数   【シメコナゾール／冊ト155／ATP－3188】  

茶   2000倍散布   圃場A：4．4／－／－（2回、7日）   
2  20．0％水和剤  2回  ヱ，14，21日  

（荒茶）  200L／10a  圃場B：8．2／－／－（2回、7日）   

茶   2000倍散布   圃場A：1．64／－／－（2回、7日）   
2  20．0％水和剤  2回  ヱ，14，21日  

（浸出液）  200L／10a  圃場B：2．54／－／－（2回、7日）   

（＃）これらの作物残留試験は、申請の範囲内で試験が行われていない。  

（※）で示した作物については、申請の範囲内で最高の値を示した値を採用した。  

（☆）ねぎについては、作物残留試験で用いられた製剤の剤形ならびに品種の違いによる偏差を考慮し、最も高い残留を与えた水和剤の根深ねぎで  
の作物残留試験成績を基準値策定に用いた。  

（★）もも及びなしについては、申請の範囲を考慮し、試験条件の経過日数がより短い時点で分析がなされた作物残留試験成績を基準値策定に用いた  

なお、食品安全委員会農薬専門調査会の農薬評価書（案）「シメコナゾール」に記載されている作物残留試験成績は、各試験条件における残留農薬  
の最高値及び各試験場、検査機関における最高値の平均値を示したものであり、上記の最大残留量の定義と異なっている。   



（別紙2）  シメコナゾー／レ   農薬名  

JO．02（削，／0．02（軋イ0．02（菓ねぎ）、  

0．05（＃），く0．02は），＜′0．02（根深ねぎ）   

′0．02（軋′′0．02（＃）   

0．02相），√′0．02佃）   

0．06（軋0．05（＃）  

オレンジ（ネーナ・レオレンジを含む）  
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（別紙2）  農薬名  シメコナゾール   

も（プルーンを含む）  

平成17年11月29日厚生労働省告示第499号において新しく設定した基準値については、網をつけて示した。  
（＃）これらの作物残留試験は、申請の範囲内で試験が行われていない。  
（＄）これらの作物残留試験は、最高の値を示した括弧内に示す条件において得られた値を採用した。  
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（別紙3）  

シメコナゾール推定摂取量（単位：FLg／人／day）  

食品群   

米（玄米）   0．1   18．5  

大且   0 ワ  

ねぎ（リーキを含む）   0．2  0．9   16  
01  にんにく  

トマト   0．2  

きゆつり（カーキンを含む）   0 3  3 0  

すいか   0．1  

メロン 果実   01  

みかん   01  
なっみかんの果実全体   0 3  

0 3  レモン  
オレンジ（ネーブルオレンジを含む）   0 3  
グレープ▼フ／レーツ   0．3  0．1   0 6  ライム  0 3  
その他のかんきつ類果実   0．3  

りんご   0．5  

日本なし   0．5  西洋なし  0 5  
0. 5i 2 8  もも  0 7  

0 5  ネクタリン  
あんず（アプリコットを含む）   

すもも（プルーンを含む）  0．3  
3  おうとう（チェリーみ含む）  

いち－一   3  

ぶどう   0：三  0 9   0 3  
0．2  かき  茶  10  
0．3  その他のスパイス  

魚介類   0．02   1．9  

108．1  67．2   124．0   

ADI比（％）  23．9   50．0   26．9   

TMDI：理論最大1日摂取量（TheoreticalMaximum DailyIntake）  
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東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科教授  

北里大学副学長  

国立医薬品食品衛生研究所副所長  

東京大学大学院農学生命科学研究科教授  

財団法人残留農薬研究所理事  

星薬科大学薬品分析化学教室助教授  

国立医薬品食品衛生研究所食品部第一室長  

社団法人農林水産先端技術産業振興センター調査広報部 調査役  

実践女子大学生活科学部生活基礎化学研究室教授  

国立医薬品食品衛生研究所食品部長  

日本生活協同組合連合会組織推進本部 本部長  
東北大学大学院薬学研究科医療薬学講座薬物動態学分野教授  
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大阪市立大学大学院医学研究科都市環境病理学教授  

26   



答申（案）  

シメコナゾール  

残留基準値  
食品名  

Dロm   

0．1   
大豆   0．2   
ねぎ（リーキを含む）   0．2   
にんにく   0．1   
トマト   0．2   
きゆうり（ガーキンを含む）   0．3   
すいか   0．1   
メロン類果実   0．1   
みかん   0．1   
なつみかんの果実全体   0．3   
レモン   0．3   
オレンジ（ネーブルオレンジを含む）   0．3   
グレープフルーツ   0．3   
ライム   0．3   
その他のかんきつ類果実（注1）   0．3   
りんご   0．5   
日本なし   0．5   
西洋なし   0．5   
もも  0．7  
ネクタリン  0．5   
あんず（アプリコットを含む）   

すもも（プルーンを含む）   0．3   
おうとう（チェリーを含む）   3   

いちご   3   

ぶどう   0．2   
かき   0．2   
茶   10   
その他のスパイス（注2）   0．3   

魚介類   0．02   

（注1）「その他のかんきつ類果実」とは、  

かんきつ項果実のうち、みかん、なっみ  
かん、なっみかんの外果皮、なっみかん  
の果実全体、レモン、オレンジ、グレープ  
フルーツ、ライム及びスパイス以外のもの  

をいう。   

（注2）「その他のスパイス」とは、スパイス  

のうち、西洋わさび、わさびの根茎、にん  
にく、とうがらし、パプリカ、しようが、レモ  
ンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮  
及びごまの種子以外のものをいう。  
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シメコナゾールに係る食品規格（食品中の農薬の残留基準）の設定に対  

して寄せられたコメントについて  

（1）「食品、添加物等の規格基準（昭和34年12月厚生省告示第370号）の一部改   

正（食品中の農薬シメコナゾールの残留基準設定）」に関する意見の募集に対し   

て寄せられたコメント  

1．募集期間  

平成19年7月4日～平成19年8月2日  

2．現在までに寄せられた意見数  

なし  

（2）WTO通報（衛生植物検疫措置の適用に関する協定（SPS協定）に基づく通報）   

に対して寄せられたコメント  

通報手続中  
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